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新年のご挨拶

連合総研理事長 芦 田 甚之助

新年あけましておめでとうございます。

昨年来の日本の労働組合の活動を取り巻く環境を見てみますと、９１年の「バブル崩壊」以降経済は低

迷し、一時期回復基調をみせたものの、政策の失敗によって再び低迷したままとなりました。最近、不

況の底は脱したと言われており、私たちも経済の回復に期待をよせておりますが、まだまだ予断は許さ

れない状況にあります。その原因の一つとして、労働者の雇用不安の問題があります。９８年に失業率

が４％を越えてから、失業率は４％台後半を推移しており、働く意志を持ちながら、約３２０万人もの

人たちが職に就けない状態です。また、昨年には、長期的な不況から大企業が大幅な人員削減による合

理化を相次いで発表するなど、労働者の雇用に対する不安はますます拡大し、将来にも明るさを見出す

ことができないようになってしまっています。このようなことでは、消費者の購買意欲が向上するわけ

がなく、ひいては景気が回復に向かわないことになります。

このような雇用情勢の悪化は、終戦直後期を除き戦後日本の経験には殆どないはじめてのことといえま

しょう。労働組合本来の課題である労働者の雇用を守り、雇用の機会を創りだすということ、また「完

全雇用を達成する」という基本目標が、私たちの戦略目標として目の前に登場してきたといえましょ

う。

従来の安定した雇用関係をもってきた産業についてもリストラクチャリングの大波がおしよせていま

す。そこで、早目に環境変化に適応し、企業倒産を防止しつつ再生をはかるためということで、純粋持

株会社や民事再生法、また特定目的会社制度など、合弁や営業譲渡に際しての経営組織の再編を進める

ため、法律の整備などの政策がどんどん先行しています。しかしながら、これに関係する労働者を保護

するための法制度は未整備のままだという問題があります。このようなことでは、労働者が知らない間
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に勝手に労働条件を変更されてしまったり、会社そのものが変わってしまっているという可能性があ

り、労働者の雇用が不安定な状態に放置されたままであります。連合総研は、詳細については本誌の中

で説明しておりますが、現在連合からの委託で「企業組織等の再編に伴う労働者保護法制」研究委員会

を設置しています。ここでは、ドイツ法や欧州連合（ＥＵ）の「企業組織の再編に関する労働者保護指

令」などを参考にしながら、労働者の保護に向けた法制度の早期確立のため研究を進めています。

この問題だけでなく、連合結成以来１０年を経て、労働組合の活動は１９９０年代冒頭とは様替わりの

厳しい試練の時を迎えております。連合成立当時は、後から考えますとすでにバブル崩壊の難しい局面

に差しかかっていたとはいうものの、ほぼ９０年代前半の頃までは、それまでの日本の産業の成長に対

して労働時間や生活環境など国民生活の質の改善が遅れているという認識が広く日本の社会と政治にゆ

きわたっていた時代でした。そこで連合が最初にいいだした「生活者重視」という考え方は、世のおお

かたの支持をえていました。労働時間短縮や福祉制度の構築という課題は労働組合の優先課題であるだ

けでなく、産業世界、政界を含めて実践に移されてゆく環境がありました。

しかし、１９９５―９６年頃を境として、１９９７年半ば以降は経済のマイナス成長が続いているとい

う状況のもとで、こうした「生活者重視の政治」という好ましい風潮に対してアゲインストの風が強

まってきています。雇用やくらし・福祉の改善よりも産業・企業のリストラの推進、企業利益・株主利

益の回復が優先され、産業・企業によってはこれまでの良好な労使関係を維持する基盤が失われつつあ

ります。長引く不況を背景に、経済のグローバル化や情報技術革新の進展により企業間競争がますます

激化し、企業は賃金制度を「成果主義」中心の年俸制に変更したり、新規採用を抑制してパート・アル

バイトの比率を高め、中高年労働者をリストラするなど「長期雇用制度」の見直しをおこなったりして

います。つまりマイナス成長の下で、不況の原因をこれまでの「日本的経営」に短絡的に結びつけ、

「市場に委ねることが最善である」という市場万能主義の考え方が影響力を増しています。広くみれば

「社会の公正」よりも「経済の効率」を優先させる方向に進んでいるようにみえます。

このような状況に対して、労働組合はいまこそその存在意義を発揮し、存在感を高めるべき時です。私

たちは、労働者の雇用の安定や社会福祉の政策は、本来は経済発展の目標そのものであり、逆に経済発

展と効率のためにそうした本来の目標が置き去りにされるようなことがあってはならないと考えます。

労働組合は、そうした本来の目的を担う主体としての位置を自ずからしめているのであり、このような



挨拶

http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no135/aisatu.htm[2008/10/07 9:27:01]

ときこそ役割を果たすべき最大のチャンスだ、という主体的な受けとめ方をすべきしょう。

２０００年という記念すべき新たな年を迎え、連合総研といたしましても、９０年代に積み重ねてきた

いくつかの研究成果、「個人尊重・社会連帯型社会」モデル、持続可能な「福祉経済社会」の構築、

「労働者参加型（ステーク・ホールダー型）のより良き企業モデル」、「ハイ・ロード路線による産業

構造の高度化と知識基盤型社会への挑戦」などの将来社会のビジョン、企業、労使関係のビジョンをふ

まえ、これらの実現プロセスをさらに具体的に描きだしていゆく努力を続けたいと思います。

２０００年春には正村公宏主査の「持続可能な福祉社会の基本戦略」についての報告書、また佐和隆光

主査の「地球環境と社会の調和―労働組合の役割」、さらに毛塚勝利主査の「ワーク・ルール・アプ

ローチによる労働法制改革」などの研究報告書が相次いで出されます。また６月初めには国際労使関係

学会世界総会（於東京）が開かれます。ここでは、連合総研が中心となってロナルド・ドーア氏などの

世界の第一人者のご参加による「コーポレート・ガバナンスと労働組合の役割」という特別セミナーの

開催が予定されています。

このたび発行された「連合２１世紀の挑戦委員会」の中間報告をみると、連合労働組合運動は１９９０

年代の経験の上に、新たな環境と課題を正面から見据え、自らの任務に果敢に積極的に挑戦されようと

する意気込みが伝わってきます。連合総研として、こうした連合の未来挑戦を側面からささえるための

調査、研究にさらに取り組んでいゆく所存であります。

本年も連合総研の各種活動に対する皆様のご協力を心よりお願い申し上げ、私の新年のご挨拶とさせて

いただきます。

http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no135/dio.htm
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ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

視 点

新たな重大段階に移行した雇用・失業問題

─マクロ政策・構造的雇用政策の総動員を－

No.135 2000年1月

今次の大不況の最大の問題の一つは失業率を大幅に引き上げてしまっ

たことである。

失業は個人にとって深刻な問題であると同時に、社会にとっても人的

資源の大変な損失である。自殺の増加、犯罪の増加といった社会問題

と同時に、雇用保険制度や社会保障制度にも影響を及ぼす。また諸外

国の例が示すように、失業率を引き下げるのには長期にわたる成長と

政策的努力を必要とする。そこでまず、現在の経済状況を検討し、２

０００年度のマクロ政策のありかたをみた後、失業の問題をとりあげ

てみたい。

９７，９８年度と２年連続マイナス成長が続いた大不況も漸く底を打

ち、９９年度はプラス成長に転じる見通しである。政府の９９年度成

長率の実績見込みは０．６％であり、連合総研では０．９％と見込ん

でいる。民間平均では約０．８％程度の見込みとなっている。９９年

７－９月期のＧＤＰ速報値によれば、９９年度上半期の成長率は、前

年同期比で０．８％、季調済前期比で１．２％となっている。実質Ｇ

ＤＰは、４－６月期から前年水準を上回っている。これは主に公共投

資と住宅減税に支えられた回復となっている。民間需要をみると、民

間消費と民間住宅が９９年度に入り比較的高い増加率を示し、家計部

門の需要はやや回復基調を示しているが、民間企業設備投資が依然と
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して調整過程にあり停滞しており、企業部門が回復していない。輸出

は東南アジアの経済立ち直りを受けて９９年７－９月期から前年を上

回り始めている。

他方物価をみると、国内卸売物価は依然として１～２％の低下をしめ

している。消費者物価も９９年度は下落している（政府見通し－０．

３％）。さらに、不良債権問題と関わりの深い地価も依然として下落

を続けている。９９年度は９８年度に続き輸入物価が下落しており、

全ての物価下落が貨幣的デフレではなく、好ましい技術的物価下落の

面もあるが、名目賃金の下落とも考え合わせると、依然として好まし

くないデフレが続いているといえる。

失業率上昇の背景

－ストップ・アンド・ゴーのマクロ政策

以上より、２０００年度の課題は、公的部門の呼び水効果を発揮させ

るような環境作りである。９９年末の補正予算と２０００年政府予算

案では、２０００年度の公的需要は９９年度を下回ることになろう。

年度後半には民間需要が回復軌道に乗るので、後半からは公的需要は

徐々に退くことが可能というシナリオのように思われる。しかし、出

来るだけ早期に２％台の成長軌道にのせるためには、２０００年度の

公的需要は少なくとも実績ベースで前年水準を下回らないような予算

を当初に組むことが必要であろう。９０年代が「失われた１０年」と

いわれることになった大きな原因の一つが補正予算による政府の“ス

トップ・アンド・ゴー”政策にあることを忘れるべきではないであろ

う。対外的にも、日本の財政政策の信頼を失うことになる恐れがあ

る。財政再建の重要性を否定するものではないが、今次不況が大幅な

失業率の上昇を招いていることをより重視する必要がある。
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中長期にわたる政策努力の傾注を要する失業解消

完全失業率は、９７年度０．２％ポイント（以下％ｐと略記）、９８

年度０．８％ｐ上昇し、９８年度には４．３％に達している。更に９

９年度上半期には、４．７％に上昇している。政府見通しでは９９年

度には４．７％程度となっており、更に９９年度は０．４％ｐ上昇す

る見込みである。この高い失業率のうち摩擦的・構造的失業率（以下

単に構造的失業率と略記）と需要不足失業率が幾つかが問題となる。

それによって雇用政策が異なってくる。労働白書や経済白書によれ

ば、９８年の失業率のうち構造的失業が約３％強、需要不足失業が約

１％と推定されている。９９年は欠員率はそれ程上昇していないの

で、需要不足失業率が上昇しているとみてよいであろう。したがっ

て、マクロ政策により１％ｐ強の需要不足失業を解消することが急務

である。図に示されているように、日本の労働力人口は１５歳以上人

口とは異なり、就業者と同様の増加率循環を描いている。景気が低迷

しているときにはディスカレッジド・ワーカーが労働市場から退出す

るため失業率の上昇が抑えられている。９９年にはこれまでにはみら

れなかったように、労働力人口が減少している。そのため、９９年の

失業率の上昇は０．４％ｐで止まっている。このことは、失業統計が

示す以上に人的資源の浪費をしていることを意味する。これまでの日

本の統計を基に推定すると失業率を０．１％引き下げるのに約１％の

成長率を必要とする。これによれば、現在の需要不足失業を解消する

のには１０％の成長を必要とする。２％成長で５年かかることにな

る。以上は大雑把な推定ではあるが、今後失業率が高止まりする可能

性が高いことを示唆しているといってよいであろう。

日本の雇用システムの性格から若年者と高齢者の失業率が高くなって

いる。若年者の失業率の相対的高さは、先進工業国とほぼ同水準であ

る。これに対して高齢者のそれは日本はドイツと並んで高い。マクロ
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政策と新規雇用創出政策による需要不足失業の解消と共に、構造的雇

用政策によるミスマッチの解消をはかることが新しいミレニアムの最

重要課題といえる。そのために、労働組合も最大限の努力をすること

が必要である。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

寄 稿

個別労使紛争増加への対応を！！

─労働のルールの揺らぎを正そう─

ゼンセン同盟会長 高 木 剛

新年おめでとうございます。

Ｙ２Ｋ（２０００年）問題や新ミレニアム（千年紀）のスタートなど、二十世紀最後の年が悲喜こもご

もの様相の中で始まりました。

日本の労働運動も、時代の大きな転換の波に揺さぶられ、多くの課題を抱えたまま新年を迎えました。

近年、個別労使紛争が著しく増加しています。個別労使紛争が急増している背景には、不況の長期化や

経済・産業構造の変化のなかで雇用の縮減を意図したリストラが多発していることと、長い年月をかけ

て作り上げてきた雇用に関するルール、例えば整理解雇４原則や出向、転籍等に関する慣行（出向は原

則として労働条件の低下なし）が揺らいでいること、労働条件の不利益変更の程度が過ぎること、多様

化する就業形態に対応したワーク・ルールが未整備なことなどの現象があり、多くの労働者が悲嘆をか

こち、泣いています。

完全失業率は４％台後半で高止まりし、経済の回復後もいわゆるジョブレス・リカバリー（雇用状況の

改善を伴わない回復）になるだろうという予測が輩出しています。また、個別労使紛争の解決のための

社会的なしくみの整備も、いろいろな模索は行われていますが、まだまだ付け焼刃の域を出ず、労働者

の多くが泣き寝入りする状況の改善は遅れていると思います。

労働組合の組織率は２２．２％、年々低下を続け、いまだに低下傾向に歯止めがかけられないでおりま

す。労働組合が集団的な労使関係をベースにして、職場で生起する個別労使紛争の芽を、苦情処理活動
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を通じて摘み取るといっても、所詮組織率２０％と少しの話、おのずと限界のある話です。加えて天井

に向かって唾を吐く類いの話になりますが、労働組合が職場の組合員の持つ不満・不安に的確に対応し

きれず、組合員が「労働組合、頼むに足らず」ということで企業の外の労働相談所等に駆け込んでいる

ケースもかなりあるといった話も聞こえてきています。

“暁に争いの種は尽きず”といわれますが、労働に係っての争いについて、日本の労働運動が現在のよ

うな状況を座視していて良いわけがありません。無原則・無節操かつ乱暴に労働者を扱い、一人よがり

で労働者を苦しめる経営者を安穏と過ごさせている現在のような状況は早急に改善しなければなりませ

ん。

この個別労使紛争をめぐる現在の状況を改善していくための方策には、幾つかの切り口があります。

まず第一には、個別紛争を引き起こしている解雇や労働条件変更等に関するルールの乱れを正し、その

社会化を図ることが肝心です。法や定着した判例に従って労働者と向き合っておれば、乱暴な話がそん

なに起きることはないはずです。ルールを知っていてルール違反をする輩もいるのが暁の中の常という

のであれば、ルール違反の罪を重くしていくしかありません。

昨今、市場経済至上主義的な発想を強く持つ人々のなかに、いわゆる整理解雇四原則（①整理解雇の必

要性、②解雇の回避努力、③整理基準と人選の合理性、④労働者との協議）を緩和する方向で見直せと

いう主張をする方々がいるようです。もっと簡単に解雇できるようにしろ、というわけです。この整理

解雇四原則は、日本の労働者・労働組合が戦後五十数年にわたって、多くの解雇事件を裁判所で争い、

判例として定着させてきたものです。それを、一方的に見直せといわれても、「ハイ、そうですか」と

いうわけにはいかないというのが一般的な反応だと思います。

この整理解雇四原則を見直せと主張する人々は、「解雇権濫用の法理はもはや判例上確立した感があ

り、裁判所は整理解雇を含む解雇を容易には認めない傾向にある。解雇が困難であればあるほど、企業

は採用を控えるので解雇規制は在職者に有利に働き、求職者には不利に働く」という論理に立ち、解雇

をより容易に行いうるように見直すべきと求めています。

この主張は、一見、「未就職者のために」という立場に立ちながら、在職者が占めている雇用の立場を

求職者という企業のアウトサイダーに明け渡せというに等しい主張であり、就労者の入れ替え論にすぎ

ないという反論が当然なされるでしょう。

雇用の場の創出の問題は、解雇規制とは別の次元の問題であり、整理解雇四原則の法制化の話はともな
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く、未就労者の就職の場の拡大という視点に立ってアプローチしていくべき課題だと思います。

個別紛争多発という状況への処方箋の第二は、紛争の解決のための相談活動のチャンネルの多元化と相

談の場の飛躍的拡大、そして解決をはかるための司法・準司法手続き等の多様化とその整備を急ぐこと

です。何処に相談に行ったらよいのか、行政機関、労働組合、弁護士会、裁判所、労働委員会など労働

や労使紛争に係わる多くの機関や団体が相談を受けられる体制を整え、個別紛争の解決を求めている労

働者の相談窓口の数を飛躍的に増やし、労働者を泣き寝入りさせないための入り口を整備しなければな

りません。また、相談の結果を受け、問題の迅速な解決をはかるため、司法手続によらない私的なあっ

せんや調停、準司法手続や司法手続による和解や命令、判決等を得るためのしくみの改良や新しいシス

テムづくりも急務です。特に数十万件に及ぶ労働相談件数に比し、仮処分事件を含めても二千件前後し

か司法手続に持ち込まれることのない労働事件の解決の実情が何を示唆しているのか、充分に分析し、

新しい司法手続づくり、例えば参審制による労働裁判所の創設や、日経連が主張する簡易裁判所におけ

る労働民事調停制度の創設なども検討されるべきだと思います。また、労働委員会にも個別紛争に対応

できるしくみを作るべきという連合の主張も重要な選択肢の一つです。

今年も企業のリストラという名の雇用削減や労働条件の不利益変更、持株会社化や企業の合弁、加えて

事業部門の切り離し売却などの企業の経営形態や企業組織の変更、企業会計のルール変更など、企業や

雇用をとりまく背景には、個別紛争の増加を促しかねない状況を昨年以上に多く内包しているように思

われます。

労働運動として、ワーク・ルールの乱れを再点検し、新しいルールの社会横断化をはかっていくことと

個別紛争解決のための体系の整備を急ぐことが、今、強く求められています。

労働組合の課題は山積み、目線を低くして、二十世紀棹尾の勇をふるいおこそうではありませんか。
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